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（別添） 

 

 

 

 
長崎川棚医療センター 

公的医療機関等2025プラン 

 

 

 

 
平成２９年１２月 策定 
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【長崎川棚医療センターの基本情報】 

 

医療機関名：独立行政法人国立病院機構 長崎川棚医療センター 

 

開設主体：独立行政法人国立病院機構 

 

所在地：〒859-3615 長崎県東彼杵郡川棚町下組郷2005番地の1 

 

 

許可病床数：315床 

（病床の種別） 

  一般病床 280床、結核病床 35床 

（病床機能別） 

  急性期 165床、回復期 55床、慢性期 60床 

 

 

稼働病床数：285床 

（病床の種別） 

  一般病床 280床、結核病床 5床 

（病床機能別） 

  急性期 165床、回復期 55床、慢性期 60床 

 

 

診療科目： 

内科、神経内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、代謝内科、感染症内科、 

外科、整形外科、脳神経外科、呼吸器外科、皮膚科、泌尿器科、放射線科、 

リハビリテーション科、歯科 

 

 

職員数：343.73人 

 ・ 医師    23.21人 

 ・ 看護職員 194.48人 

 ・ 専門職   94.43人 

 ・ 事務職員  31.61人 
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【１．現状と課題】 

 

①  構想区域の現状 ※長崎県医療計画より抜粋 

 

●構想区域：県央区域 

●構成市町村：諫早市、大村市、東彼杵町、川棚町、波佐見町 

 

（地域の人口及び高齢化の推移） 

県央地区は人口減少が始まっている県内で唯一2000年から2005年にかけて2万人程増加 

  し272,256人となった。しかし当年をピークに2025年には、252,766人（対2014年比94.2%）、 

  2040年には225,146人（同83.9%）に減少が進むと推計される。 

なお県全体における65 歳以上の高齢者は2025 年に向けて増加するが、離島はほぼ横ば 

いで、その後減少に向かうと推計されている。また、入院受療率が高い75 歳以上の人口 

は2025 年以降も増加する。 

 
各構想区域の国勢調査人口・将来推計人口の推移（単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
65 歳以上人口の実数推移（棒グラフ）及び2014 年を100 とする各年齢層の推移（折れ線グラフ） 

県全体                      離島 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※表・グラフは県の地域医療構想から抜粋 
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（地域の医療需要の推移と特徴） 

県央区域病床の医療需要はほぼ横ばいであるが、高齢化に伴い在宅医療の需要が大幅に 

増加すると予想される。 
 

構想区域別の医療需要（医療機関所在地）の推移と４つの機能区分の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
折れ線グラフ：2013 年の4 機能及び在宅医療等の医療需要を100 としたときの将来の動向 

棒グラフ：推計結果による医療需要の実数 
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②  構想区域の課題 

 

 (1)構想区域における病床数 

推計値では、今後急性期・慢性期の必要病床は２０１５年の６～７割まで減少し、逆に回

復期病床が２倍程度必要になる。急性期・慢性期病床から回復期病床への転換が必要となる。 

 

 

 

 

 

 

 
県央区域                    県南区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)主要病院の病床数 

  区域内の主要病院に現在のところ病床数の変更はない。今後回復期病床以外は過剰となる 

ため、病床機能の転換が必要になる可能性がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

慢性期 回復期 急性期 高度急性期 合計

現状報告数 1,791 496 1,799 384 4,470 ※休棟等除く

6年後の予定 1,791 477 1,780 384 4,432

2025年必要病床数 1,144 992 1,062 359 3,558

-647 515 -718 -25 -875

慢性期 回復期 急性期 高度急性期 合計
現状 0 0 332 278 610
6年後 0 0 332 278 610
差分 0 0 0 0 0
現状 0 88 106 9 203 ※休棟７７床除く

6年後 0 88 106 9 203
差分 0 0 0 0 0
現状 154 0 0 0 154
6年後 154 0 0 0 154
差分 0 0 0 0 0
現状 0 0 218 97 315
6年後 0 0 218 97 315
差分 0 0 0 0 0
現状 60 41 184 0 285
6年後 60 55 170 0 285
差分 0 14 -14 0 0

波佐見病院

諫早総合病院

自院

県央地域医療構想区域

病床数

2025年と6年後の予定との差分

他病院の状況

長崎医療センター

市立大村市民病院
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 (3)区域外への患者の流出 

県央区域には大きな病院があるが、大村市、諫早市に集中しており、東彼杵郡からのアク 

セスがやや悪いため、隣接する佐世保市や佐賀県嬉野町の医療機関への流出がみられる。 

 
県央区域に居住する患者の入院先医療機関所在地（市町別） 

 

 

 

 

 

 

 

 
(4)在宅医療等の充実 

人口 10 万人あたりの在宅療養支援診療所数は県の平均より高い水準にあるが、在宅医療 

等の医療需要は大幅に増えると推計されており、さらなる充実が必要である。 

 
訪問看護ステーション、在宅療養支援診療所、施設の状況 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※着色は特に多い区域。 
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③ 自施設の現状 

 

（国立病院機構及び長崎川棚医療センターの理念） 

 ・国立病院機構 

  「私たち国立病院機構は国民一人ひとりの健康と我が国の医療の向上のためにたゆまぬ意 

   識改革を行い、健全な経営のもとに患者の目線に立って懇切丁寧に医療を提供し質の高 

い臨床研究、教育研修の推進につとめます」 

 ・長崎川棚医療センターの理念 

  「病む人のために 病む人の望む 安心・安全な医療を提供します」 

 

（診療実績） 

・届出入院基本料 一般病棟７対１入院基本料、障害者施設等７対１入院基本料 

         結核病棟７対１入院基本料、地域包括ケア病棟入院料１ 

・平均在院日数  一般 17.3日、障害 2159.0日、結核 160.8日、地域包括 21.0日 

・病床稼働率   一般 90.5％、障害 98.6％、結核 57.5％、地域包括 96.9％ 

 

（長崎川棚医療センターの特徴） 

・一般病床 280床（急性期 165床、回復期 55床、慢性期 60床） 

・結核病床 35床（うち休床 30床） 

 

（長崎川棚医療センターの担う医療） 

 ５疾病・５事業 

・脳卒中（長崎県認定「地域脳卒中センター」） 

・急性心筋梗塞（長崎県登録「急性心筋梗塞24時間診療可能医療機関」） 

・糖尿病（長崎県認定「糖尿病専門医がいる医療機関」） 

・救急医療（二次救急医療機関） 

・災害医療（長崎DMAT指定病院、初期被ばく医療機関） 

在宅医療 

・訪問看護ステーション設置 

その他 

・筋ジストロフィーを含む神経筋難病医療 

 

（他医療機関との連携状況） 

 ・地域医療支援病院 

 ・連携医療機関 52施設 

 ・あじさいネット登録件数 平成28年度 389件 

 

●現行機能 

機能種別 医療機能の特色 

高度急性期 該当なし 

急性期 がん、循環器、脳卒中、呼吸器、神経疾患 

回復期 リハビリ、在宅・生活復帰支援 

慢性期 神経・筋難病（筋ジストロフィー） 

結核（感染症） 結核 

精神 該当なし 
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●地域・広域での役割等 

１．地域医療支援病院：地域医療支援病院として地域に必要な医療を提供している。地域の中

で唯一の基幹病院であるため、24時間体制の救急医療から終末期医療まで医療機能を担っ

ている。 

２．地域脳卒中センター：脳卒中急性期の医療機能を概ね満たす医療機関として、県下で最初

に脳卒中ホットラインの運用を開始。脳卒中患者の受け入れを行っている。 

３．難病医療について：長崎県難病支援ネットワークの神経難病患者の拠点病院として、難病医

療専門員が療育の相談を含めてコーディング業務を行っている。 

４．訪問看護ステーション：長崎県及び長崎県医師会より訪問看護ステーションについて要望が

あり、平成 27年 4月訪問看護ステーション併設。長崎県医療政策課、県央保健所及び地元

医師会と連携し、地域の在宅医療の推進に取り組んでいる。 

５．回復期地域包括ケアへの取り組み：急性期治療後のリハビリや在宅復帰に向けた医療や支

援を行うため、平成 27年 8月より「地域包括ケア病棟」を開設した。 

６．セーフティネット：筋ジストロフィー患者、神経難病患者及び結核患者を長崎県全域から受け

入れている。 

７．神経・筋疾患政策医療ネットワークにおける九州地区の基幹医療施設として、神経・筋難病

看護エキスパートナース研修を毎年開催するなど、地域・広域における教育・研修の役割を

担っている。 

８．結核医療について：県央医療圏の結核拠点病院としての役割を担っている。 

 

④ 自施設の課題 

平成 29年 7月の新病棟移転の際に、急性期病床の 14床減床、回復期病床の 14床増床を

行った。地域完結型医療の実現には、急性期から回復期そして在宅への緊密な連携が重要と

考えるが、そのためには救急医療体制の充実、地域の医療機関と連携し、転換した回復期機能

病床を適切に運用していくことが課題となる。 
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【２．今後の方針】 ※ １．①～④を踏まえた、具体的な方針について記載 

 

 

①  地域において今後担うべき役割 

 

・県央医療圏の地域脳卒中センターとして脳卒中の対応を中心とした急性期機能の提供を維

持する。 

・県央医療圏の地域医療支援病院として地域の救急医療の充実を図り急性期機能の提供を維

持する。 

・長崎DMAT指定病院、初期被ばく医療機関として災害医療の役割を担っているが、今後ドク

ターヘリの受入開始、災害拠点病院の指定を経て災害医療の充実を図ると共に、急性期機

能の提供を維持する。 

・県央医療圏の急性期治療後患者の受け入れに加えて、在宅患者の緊急時受け入れの拡大を 

図り、回復期機能の提供を維持する。 

・筋ジストロフィーを含む神経筋難病医療に対する医療については、県央医療圏のみならず

県内から広く患者を受け入れており慢性期機能を維持する 

・急性期～回復期の機能に併せ訪問看護ステーションを運営しており、急性期から在宅まで

切れ目のない医療の提供により地域包括ケアシステムの中核を担っていく。 

 

 

②  今後持つべき病床機能 

 

 ・急性期、回復期、慢性期の３つの機能を維持する。 

 

 

③  その他見直すべき点 

 

 ・特になし 
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【３．具体的な計画】 ※ ２．①～③を踏まえた具体的な計画について記載 

 

 

① ４機能ごとの病床のあり方について 

 

 ＜今後の方針＞ 

 現在 

（平成28年度病床機能報告） 

 将来 

（2025年度） 

高度急性期 0床  0 床 

急性期 179床  165床 

回復期 41床 → 55 床 

慢性期 60床  60 床 

（合計） 280床  280床 

※ H29.7新病棟へ移転。2025年度の病床数に変更済み。 

 

 ＜年次スケジュール＞ 

 取組内容 到達目標 （参考） 

関連施策等 

2017年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019～2020

年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

2021～2023

年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第

７

次

医

療

計

画 

第７期 

介護保険 

事業計画 

２
年
間
程
度
で 

集
中
的
な
検
討
を
促
進 

第８期 

介護保険 

事業計画 
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② 診療科の見直しについて 

 検討の上、見直さない場合には、記載は不要とする。 

⇒見直さない 

 

 ＜今後の方針＞ 

 現在 

（本プラン策定時点） 

 将来 

（2025年度） 

維持 

 

→ 

 

新設  → 

 

廃止 

 

→  

変更・統合 

 

→ 

 

 

 

③ その他の数値目標について 

 

 

医療提供に関する項目 

・ 病床稼働率：一般 90.5％、障害 98.6％、結核 57.5％、地域包括 96.9％ 

・ 手術室稼働率：540件／年 

・ 紹介率：80％ 

・ 逆紹介率：60％ 

 

 

 

 

＊地域医療介護総合確保基金を活用する可能性がある場合には、記載を必須とする。 

 

【４．その他】 

（自由記載） 

 


